
別紙

生活保護基準の見直しへの対応（平成26年度）
　

　　　　　　▼太点線は、経過措置で用いる基準
△

平成25年4月 　　前回決定分 　　今回決定分
　　（平成25年7月） 　　　（平成25年12月）
△ △

平成25年8月 平成26年4月  
　　　　　　▼太実線は、生活保護基準の推移

※４月改定の見込み  △
 平成27年4月  

 △  
 平成28年4月  
　 　

※激変緩和期間中の生活保護基準の改定は１０%の範囲内で３分の１づつ実施する予定

　（ただし、具体的な基準は、毎年度国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して検討される）

生活保護激変緩和措置期間（25年8月から27年度まで）


